
阪南市自治基本条例を取り巻く市の情勢について 

 

●（仮称）阪南市立総合こども館の整備についての経緯 

平成２８年１月 ・広報はんなん１月号等で、（仮称）阪南市立総合こども

館について、市民の皆さんへの説明会開催のお知らせ

を掲載。 

・保護者説明会を７回開催。 

 

平成２８年２月 ・市民説明会を１１回開催し、550 名が参加。その内、

191名が意見票を提出。 

・広報はんなん２月号で、これまでにいただいた質問と

回答を掲載。 

 

平成２８年３月 ・３月議会において、整備に関する予算及び関係議案に

ついて慎重審議のうえ可決。 

・市民の方より住民投票についての質問等があり、自治

基本条例および直接請求等について説明。 

 

平成２８年４月 ・広報はんなん４月号で整備について、今後のスケジュ

ールを掲載。 

・「阪南市こども館計画」住民投票についての署名活動が

はじまる。 

 

平成２８年５月 ・広報はんなん５月号で市民の皆さんからお寄せいただ

いた質問とその回答を掲載。その中で、総合こども館

整備にかかる住民投票（署名活動）についても掲載。 

・総合こども館を平成３０年４月に開館するため、より

よい施設となるよう、施設の基本イメージを策定する

ために、ワークショップ市民委員を募集。 

・５月１８日、阪南市立総合こども館の整備に係る住民

投票の実施請求についての署名が市に提出される。 

・５月１９日市としての考えをホームページに掲載。 

別紙１ 

平成２８年６月 ・６月１５日、「（仮称）阪南市総合こども館」整備計画

に関わる住民投票条例の条例案が議員提案により議会

に上程。 

・６月１７、２０日、特別委員会（８名）が条例案につ

いて審議。賛成少数により否決。 

 

 

資料１ 


